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依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

RI排水設備シーケンサ―
部品交換

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年6月5日
株式会社千代田テクノル
東京都文京区湯島１丁
目　　7番12号

¥1,479,600

空調機用中性能フィル
ター　交換工事

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年6月5日
金座商事株式会社　東
京都千代田区神田錦町

3-19
¥1,112,400

予定価格が250万円をこえない工事
又は製造をさせるときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第1号）

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

全身用X線コンピュータ
断層撮影装置保守契約

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年6月19日

ＧＥヘルスケア・ジャパン
株式会社
千葉県千葉市中央区中
央港1-9-5　ダイトー千葉
ポートセンター2階

¥93,506,400

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

外科用Ｘ線撮影装置保
守

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年6月4日

ＧＥヘルスケア・ジャパン
株式会社
千葉県千葉市中央区中
央港1-9-5　ダイトー千葉
ポートセンター2階

¥1,512,000

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

核医学画像診断装置保
守

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年6月4日

ＧＥヘルスケア・ジャパン
株式会社
千葉県千葉市中央区中
央港1-9-5　ダイトー千葉
ポートセンター2階

¥4,127,760

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

Ｘ線透視撮影装置修理 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年6月4日

株式会社日立製作所
千葉県千葉市中央区新
田町1-1　ＩＭＩ未来ビル7
階

¥3,272,400

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年5月8日
株式会社勝倉医科器械
東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,458,000

予定価格が250万円をこえない工事
又は製造をさせるときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第1号）

マルチスライスＣＴ装置
保守

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年5月24日

シーメンスヘルスケア株
式会社
千葉県千葉市美浜区中
瀬2-6-1

¥11,977,200

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

ベッドパンウォッシャーの
保守

¥1,298,160

契約業者は、当該機器の納入業者
であり、メーカー指定の業者である
ことから、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合に該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

¥1,404,000

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、保守において必要な技術及
び部品を有する唯一の業者である
ことから、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合に該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）
なお、支払は代理店をとおすことと
なっているため、３者契約とする。

滅菌器の部品交換整備 1

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年5月31日

アトムメディカル株式会
社
埼玉県さいたま市中央区
下落合4-1-22
株式会社勝倉医科器械
東京都江戸川区北小岩
2-35-3

相談室（旧車椅子置場）
改修工事

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年5月25日
大成建設株式会社
東京都新宿区西新宿1丁
目　25番地1号

その他必要な
事項(備考)

ヘリポート設備補修工事 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年4月20日
小林建設株式会社
千葉県成田市大清水128

¥1,944,000

予定価格が250万円をこえない工事
又は製造をさせるときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第1号）

別紙様式第 10-2 公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 成田赤十字病院　管財課
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予定価格が250万円をこえない工事
又は製造をさせるときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第1号）

C棟3階医局のエアコン
設置に伴う電気工事

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年9月5日
株式会社きんでん
東京都品川区東五反田5
丁目25番地12号

¥1,004,400

C棟3階医局のエアコン
設置工事

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年9月5日

三菱電機システムサービ
ス株式会社
東京都世田谷区池尻3-
10-3

¥1,512,000

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、保守において必要な技術及
び部品を有唯一の業者であること
から、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、保守において必要な技術及
び部品を有唯一の業者であること
から、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

間接FPDシステム保守 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年8月31日

富士フイルムメディカル
株式会社
東京都港区西麻布2-26-
30

¥8,640,000

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、保守において必要な技術及
び部品を有唯一の業者であること
から、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）
なお、支払は代理店をとおすことと
なっているため、３者契約とする。

体外衝撃波結石破砕装
置保守

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年8月28日

ドルニエメドテックジャパ
ン株式会社
東京都品川区大崎3-8-5
目黒エステートビル

¥1,598,400

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、保守において必要な技術及
び部品を有唯一の業者であること
から、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

ＩＶＵＳ機器賃貸借 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年8月7日

アイティーシー株式会社
千葉県千葉市中央区富
士見1-15-8千葉ビル4F

テルモ株式会社
東京都新宿区西新宿3-
20-2東京オペラシティタ
ワー

¥1,108,800

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

MR棟アンギオ前室系統
エアコンの更新工事

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年7月5日
三菱電機ビルテクノサー
ビス株式会社　　東京都
荒川区荒川7-19-1

¥1,242,000

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

超音波診断装置保守 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年7月30日

キヤノンメディカルシステ
ムズ株式会社
千葉県千葉市美浜区中
瀬2-6-1　WBGマリブイー
スト24階

¥1,827,360

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

乳房用デジタルX線撮影
装置保守

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年7月19日

ＧＥヘルスケア・ジャパン
株式会社
千葉県千葉市中央区中
央港1-9-5　ダイトー千葉
ポートセンター2階

¥3,024,000

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

血管撮影システム保守 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年7月13日

島津メディカルシステム
ズ株式会社
千葉県千葉市中央区新
千葉2-7-2

¥10,746,000

手術用双眼顕微鏡 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年7月9日
株式会社勝倉医科器械
東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,450,440

予定価格が160万円をこえない財産
の買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第2号）

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

キヤノン医用機器保守 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年6月22日

キヤノンメディカルシステ
ムズ株式会社
千葉県千葉市美浜区中
瀬2-6-1　WBGマリブイー
スト24階

¥4,512,672



No.
その他必要な

事項(備考)
物品等又は役務の名称 数量

随意契約担当部課の
名称及び所在地

随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係
る契約金額

随意契約によることとした理由

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

予定価格が250万円をこえない工事
又は製造をさせるときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第1号）

消毒滅菌器の性能検査
前整備

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年11月30日
株式会社勝倉医科器械
東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,375,920

契約業者は、当該機器の納入業者
であり、メーカー指定の業者である
ことから、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合に該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

A棟真空遮断器（VCB）交
換

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年12月13日
株式会社きんでん
東京都品川区東五反田5
丁目25番地12号

¥1,058,400

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、必要な技術及び部品を有唯
一の業者であることから、契約の性
質又は目的が競争を許さない場合
に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

硬性ビデオスコープ修理 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年12月13日

オリンパスメディカルサイ
エンス販売株式会社
千葉県千葉市美浜区中
瀬2-6-1

¥1,526,207

予定価格が250万円をこえない工事
又は製造をさせるときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第1号）

血管造影撮影装置修理 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年12月6日

島津メディカルシステム
ズ株式会社
千葉県千葉市中央区新
千葉2-7-2

¥24,000,000

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、必要な技術及び部品を有唯
一の業者であることから、契約の性
質又は目的が競争を許さない場合
に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

A棟地下カルテ庫のカル
テラック撤去作業

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年11月1日
有限会社土屋商店
千葉県成田市花崎町532

¥1,122,120

予定価格が250万円をこえない工事
又は製造をさせるときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第1号）

腹腔鏡鉗子セット 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年11月13日
株式会社勝倉医科器械
東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,113,480

予定価格が160万円をこえない財産
の買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第2号）

温度指示調節器交換 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年10月24日
日本電技株式会社
東京都墨田区両国2丁目
10番14号両国シティコア

¥1,976,400

予定価格が250万円をこえない工事
又は製造をさせるときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第1号）

F棟集積室壁補修作業 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年10月25日
有限会社ティー・エヌ・エ
ス　千葉県成田市美郷台
3-11-18

¥1,544,000

予定価格が250万円をこえない工事
又は製造をさせるときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第1号）

OP室及びNICU系統の
HEPAフィルター交換

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年10月20日
進和テック株式会社
東京都中野区本町1-32-
2ハーモニータワー

¥2,494,800

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、保守において必要な技術及
び部品を有唯一の業者であること
から、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

A棟地下無菌室系統の
空調機更新

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年10月2日

三菱電機ビルテクノサー
ビス株式会社
東京都荒川区荒川7-19-
1

¥2,494,800

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

検体検査システム保守
契約

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年10月23日

株式会社エイアンド
ティー
神奈川県横浜市神奈川
区金港町2-6横浜プラザ
ビル10階

¥1,088,208

感染症対応監視カメラシ
ステム改修工事

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年9月12日
株式会社MMコーポレー
ション
東京都文京区本郷3-4-6

¥3,046,680

契約業者は、当該機器の納入業者
であり、メーカー指定の業者である
ことから、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合に該当するた
め。（日本赤十字社会計規則施行
細則第35条第11号）

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、保守において必要な技術及
び部品を有唯一の業者であること
から、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

３次元画像解析システム
保守

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年9月21日

富士フイルムメディカル
株式会社
東京都港区西麻布2-26-
30

¥1,019,952

128マルチスライスX線
CT装置再リース

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年9月20日
興銀リース株式会社
東京都港区虎ノ門1-2-6

¥7,371,000

本件は再リースであることから、契
約の性質又は目的が競争を許さな
い場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）
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48

49

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

手術室内医療機器保守
業務

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月4日

エア・ウォーター防災株
式会社
東京都品川区西五反田
2-12-3

¥2,289,600

随意契約の相手方は、当該機器の
製造企業であり、保守において必
要な技術、能力及び部品を有する
唯一の業者であることから、契約の
性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

地下水膜ろ過システムの
増設に伴う配管工事

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年2月19日

株式会社ウェルシィ
東京都品川区大崎1-11-
2ゲートシティ大崎イース
トタワー10階

¥1,490,400

予定価格が160万円をこえない財産
の買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第2号）

F棟冷温水発生器、高温
再生器交換

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年2月19日
千葉アロー株式会社
千葉県千葉市中央区宮
崎町709番地の5

¥1,944,000

契約業者は、当該機器の納入業者
であり、メーカー指定の業者である
ことから、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合に該当するた
め。（日本赤十字社会計規則施行
細則第35条第11号）

システム生物顕微鏡 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年2月18日
株式会社勝倉医科器械
東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,144,800

予定価格が250万円をこえない工事
又は製造をさせるときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第1号）

血管撮影システム保守 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年2月13日

島津メディカルシステム
ズ株式会社
千葉県千葉市中央区新
千葉2-7-2

¥10,746,000

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

A-8講堂のプロジェクター
更新

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年1月24日

エスパテクノ株式会社
東京都台東区蔵前3丁目
1番10号蔵前セントラル9
階

¥1,180,000

契約業者は、当該機器の製造企業
であることから、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当す
るため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

A棟３階OP空調機械室
の漏水センサー設置工
事

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年1月17日
日本電技株式会社
東京都墨田区両国2丁目
10番14号両国シティコア

¥1,652,400

予定価格が250万円をこえない工事
又は製造をさせるときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第1号）

人工関節3次元術前計画
ソフトウェア使用許諾契
約

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年1月17日

株式会社レキシー
東京都豊島区巣鴨室町
ビル2-11-1巣鴨室町ビ
ル4階

¥1,279,800

予定価格が160万円をこえない財産
の買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第2号）

手術用双眼顕微鏡 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年1月7日
株式会社勝倉医科器械
東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,166,400

予定価格が160万円をこえない財産
の買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第2号）

安全キャビネット 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年1月4日
株式会社勝倉医科器械
東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,566,000

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、必要な技術及び部品を有唯
一の業者であることから、契約の性
質又は目的が競争を許さない場合
に該当するため。（日本赤十字社会
計規則施行細則第35条第11号）

超電導磁気共鳴画像診
断装置（MRI）保守

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年12月28日
株式会社イノメディックス
東京都文京区小石川4-
17-15

¥12,960,000

契約業者は、当該機器の納入業者
であり、メーカー指定の業者である
ことから、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合に該当するた
め。（日本赤十字社会計規則施行
細則第35条第11号）

血液検査システム保守 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年12月20日

シスメックス株式会社
千葉県千葉市美浜区中
瀬1-3幕張テクノガーデ
ンD棟14階

¥2,414,000

放射線治療装置保守 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成30年12月19日

シーメンスヘルスケア株
式会社
千葉県千葉市美浜区中
瀬2-6-1

¥7,182,000

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、必要な技術及び部品を有唯
一の業者であることから、契約の性
質又は目的が競争を許さない場合
に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）
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契約業者は、当該機器の製造企業
であり、技術及び部品を有する者が
契約業者のみであることから、契約
の性質又は目的が競争を許さない
場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

特定感染症病床改修工
事の追加工事

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月20日

ナブコシステム株式会社
東京都千代田区霞が関3
丁目2番地5号霞が関ビ
ルディング32階

¥1,620,000

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、技術及び部品を有する者が
契約業者のみであることから、契約
の性質又は目的が競争を許さない
場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

2号ボイラー第一種圧力
容器の性能検査前整備

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月15日
株式会社ヒラカワ　大阪
市北区大淀北1丁目9番
36号

¥2,062,800

予定価格が250万円をこえない工事
又は製造をさせるときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第1号）

インターネット系ネット
ワーク機器の更新

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月8日
銚子インターネット株式
会社千葉県銚子市中央
町12番地13

¥3,321,000

契約業者は、当該機器の必要な技
術及び部品を有する者が契約業者
のみであることから、契約の性質又
は目的が競争を許さない場合に該
当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

A棟地下1階厨房排水溝
補修工事

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月8日
大成建設株式会社
東京都新宿区西新宿1丁
目　25番地1号

¥2,116,800

G棟冷温水発生器の修
理

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月8日

パナソニック産機システ
ムズ株式会社
東京都台東区北上野1-
10-14

¥1,004,400

予定価格が250万円をこえない工事
又は製造をさせるときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第1号）

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、保守において必要な技術及
び部品を有する者が契約業者のみ
であることから、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当す
るため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

Ｘ線透視撮影装置保守 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月25日

日立ヘルスケアシステム
ズ（株）
千葉県千葉市中央区新
田町1-1IMI未来ビル7階

¥2,484,000

予定価格が160万円をこえない財産
の買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第2号）

被ばく放射線量測定検査
業務

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月18日
長瀬ランダウア株式会社
茨城県つくば市諏訪C22
街区1

¥1,049,890

委託内容の特殊性において契約の
性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

内視鏡洗浄消毒装置 2
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月11日
株式会社勝倉医科器械
東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,300,752

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

外科用Ｘ線撮影装置保
守

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月7日

ＧＥヘルスケア・ジャパン
株式会社
千葉県千葉市中央区中
央港1-9-5　ダイトー千葉
ポートセンター2階

¥1,512,000

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

核医学画像診断装置保
守

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月7日

ＧＥヘルスケア・ジャパン
株式会社
千葉県千葉市中央区中
央港1-9-5　ダイトー千葉
ポートセンター2階

¥4,127,760

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、保守において必要な技術及
び部品を有する者が契約業者のみ
であるため、契約の性質又は目的
が競争を許さない場合に該当する
ため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）
なお、支払は代理店をとおすことと
なっているため、３者契約とする。

乳房用デジタルX線撮影
装置保守

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月7日

ＧＥヘルスケア・ジャパン
株式会社
千葉県千葉市中央区中
央港1-9-5　ダイトー千葉
ポートセンター2階

¥3,024,000

依頼業者は、当該機器の製造企業
であり、当該修理において必要な技
術及び部品を有する唯一の業者で
あることから、契約の性質又は目的
が競争を許さないときに該当するた
め。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

血液ガスシステム保守 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月5日

ラジオメーター株式会社
東京都品川区北品川4-
7-35

東邦薬品株式会社
千葉県千葉市稲毛区天
台5-21-15

¥2,057,140
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（1）

（2）

（3）

契約業者は、当該機器の必要な技
術及び部品を有する者が契約業者
のみであることから、契約の性質又
は目的が競争を許さない場合に該
当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

A棟地下1階サーバー室
改修

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月26日
株式会社きんでん
東京都品川区東五反田5
丁目25番地12号

¥4,968,000

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、保守において必要な技術及
び部品を有する者が契約業者のみ
であることから、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当す
るため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

キヤノン医用機器保守 1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月29日

キヤノンメディカルシステ
ムズ株式会社
千葉県千葉市美浜区中
瀬2-6-1　WBGマリブイー
スト24階

¥3,832,272

契約業者は、当該機器の製造企業
であることから、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当す
るため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

レセプト院内審査支援シ
ステム保守

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月29日
株式会社ＮＴＴデータ・ア
イ
新宿区揚場町1-18

¥1,642,291

契約業者は、当該機器の製造企業
であり、保守において必要な技術を
有する者が契約業者のみであるこ
とから、契約の性質又は目的が競
争を許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号）

診断書作成支援システ
ム利用契約

1
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月28日

ニッセイ情報テクノロジー
株式会社
東京都大田区蒲田5-37-
1

¥1,032,000

加温加湿器搭載型フ
ロージェネレーター

4
成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市飯田町90-1

平成31年3月25日
アイティーシー株式会社
千葉県千葉市中央区富
士見1-15-8

¥1,421,280

予定価格が160万円をこえない財産
の買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第2号）

随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみではなく、具体的理由を簡潔に記載する。

備考

公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び

契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。


